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報告 

第３回入門 人道支援の国際基準から学ぶ 

災害時の性暴力を考える 

今だから、私たちが知っておきたい性暴力の防止と対応 

岡本 菜穂子 

開催日: 2023 年 12 月 3 日（日） 

登壇者: 尾立素子（ADRA Japan） 

福田紀子（イエズス会社会司牧センター「旅路の里」）

進行: 岡本菜穂子（グローバル・コンサーン研究所） 
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はじめに

 上智大学グローバル・コンサーン研究所は、災害時の人道支援を考えるきっかけとして、

2022 年度から人道支援の国際基準であるスフィア基準を用いたスフィアプロジェクトをテー

マとする企画を行なってきました。これまで紛争地や災害地での人道支援の活動において国際

的な共通理解の基盤として普及してきたスフィア基準からスフィアの「人道支援の必須基準

（Core Humanitarian Standard/CHS）」9つの柱を誰もが知る指針について、国内外で発生する紛

争や災害現場で活動する支援者として考える機会を設けてきました。

2018 年の＃MeToo 運動発端により世界各地で多くの性暴力加害者が辞任や解雇に追い込ま

れたことは記憶に新しいですが、性暴力やセクシュアル・ハラスメントの被害を受けても黙っ

ていた被害者たちがそれまで沈黙していた被害の経験を#MeToo をつけて次々ネット上に書き

込み、集団的に声を出し始めた結果、性暴力・セクシュアル・ハラスメントがどれだけ社会に

蔓延しているのかを気づかせてくれるきっかけになりました。日本においてもジャニーズ事務

所の性加害事件をはじめ、政界人や芸能人による性暴力が#MeToo 以来、被害者の勇気とそれ

を支持する声によってマスコミを動かすなど、いままで声にならなかった被害の状況が次第に

見え始めています。

しかしながら、日本では災害という非常事態において、阪神大震災や東日本大震災、熊本地

震等で性暴力やセクシュアル・ハラスメントが起きても事件として報告されてきませんでした。

その背景に「加害者も災害の被災者だから」という暴力の黙認を被害者に強いる風潮が強くあ

りました。

日本をはじめとする世界各地で認識された性暴力とセクシュアル・ハラスメントについて、

特に災害被災地で起こる性的搾取と虐待に着目し国内外の被災現場で起こる、支援者から支援

される人への性的搾取・虐待、そして支援する人の間で起こる性的ハラスメントを予防し被害

者を保護するために、私たちは国際基準「PSEAH: Protection from Sexual Exploitation, Abuse and 
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Harassment」（性的搾取・虐待・ハラスメントからの保護）について学ぶ必要があると考え、2023

年度はセミナー国際基準「PSEAH」を企画しました。 

なお、国内外の被災地においては、支援者から支援される人への性暴力に限らず、被災した

地域・家庭においての性暴力についても防止をすることが重要になっておりますので、そうし

た課題についても、本セミナーではグループ討議などにおいて考える機会をもちました。

本セミナーは、災害時の支援活動の中で起こる性暴力をなくすための「PSEAH」について学

び、誰もが安心して、尊厳をもって生きることのできるコミュニティを「いつも」つくるため

に必要なことを参加者が考える機会として開催しました。

尾立素子さんセミナー資料 

登壇者尾立素子氏より、第 1 部は性的搾取虐待ハラスメントからの保護（PSEAH）とは（ス

ライド 6）、PSEAH が重視されるようになった経緯（スライド 8）、日本政府の PSEAH の取り

組み（スライド 9）が紹介された。続いて、国内外の PSEAH の事例紹介（スライド 12,13,14,15）

後、PSEAH の起こる原因、その防止と対応について事例のグループワークを通して参加者同士

の意見交換が行われた（スライド 16,17,18,19）。

第 2 部は性的搾取・虐待・ハラスメントを受けた（SEAH）の方々を支えるにあたっての支援

を考えるきっかけの動画が紹介され（スライド 2） 、参加者がどのように性被害にあった人を

支えていくかの意見を出し合い、被害者をどうサポートするか、参加者同士で検討した（スラ

イド 25,26,27,28,29,31）。

スライド 1
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スライド 2

スライド 3

スライド 4
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スライド 5

スライド 6
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スライド 7 

 

 

 

スライド 8 

 

 

 

 

 

PSEAH （ 性的搾取・虐待・ハラスメントからの保護）

国際⼈道開発⽀援の分野において、組織の職員や関係者による性的搾取・虐待、ハラスメントから、

⼈々を守るために講じられた対策を指して⽤いられます

7

Guardian(2002)
https://www.theguardian.com/society/2002/feb/
27/voluntarysector

2002年に⻄アフリカの難⺠・避難⺠など脆弱な児
童が性的搾取・虐待の被害に遭った。この事案の後、
⼈道⽀援機関は、PSEAに取り組むようになる。

BBC(2002)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1842512.stm

2 .  PSEAHが重視されるようになった経緯

8
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スライド 9

スライド 10

9

https://www.unhcr.org/protection/operations/4
05ac6614/secretary-generals-bulletin-special-
measures-protection-sexual-exploitation.html

https://www.unhcr.org/protection/operations/405ac
6614/secretary-generals-bulletin-special-measures-
protection-sexual-exploitation.html

Guardian 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/timeline-
oxfam-sexual-exploitation-scandal-in-haiti

2018年:英NGO職員によるハイチでの性的搾取事案 2018年: 10⽉18⽇に世界セーフガーディングサミット開催

Guardian(2018) https://www.theguardian.com/global-
development/2018/oct/18/penny-mordaunt-confronted-on-stage-by-

protester-over-failings-on-aid-sex-abuse
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スライド 11

スライド 12

JICA https://www.jica.go.jp/about/corp_gov/compliance.html

MoFA https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000488695.pdf

⽇本政府のPSEAHへの取り組み

2019年11⽉にJI CA理事⻑がPSEAHに取り組むこと
の意思を表明し、2020年に倫理ガイドラインにPSEAが
含まれるようになった。2022年よりNGO連携無償⽀援、
Japan Platformなどの助成⾦においても PSEAH を
⾏うよう求められるようなっている。

11
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スライド 13 

 

 

 

スライド 14 
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スライド 15 

 

 

 

スライド 16 
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スライド 17

スライド 18
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スライド 19

スライド 20

演習のまとめ：性的搾取、虐待、ハラスメントが起こる原因・課題解決のための対策

【⼒の不均衡の問題】

⽀援者者・受益者

雇⽤者・被雇⽤者

男性と⼥性

⼤⼈と⼦ども

障害者、外国⼈、⾼齢者、LGBTQ＋

【 経済・社会的繋がりなどの⽣活保障の脆弱性】

避難所でしか暮らせる場所がない（ 性暴⼒があっても我慢）

収⼊が必要なので、セクハラも我慢する（職場でセクハラを受けても我慢）

︓平常時から取り組むことが⼤切︓

ジェンダー、属性などに基 づく差別をなくし、弱い⽴場の⽅々の権利・機会を保障する
19
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スライド 21 

 

 

 

スライド 22 

 

 

 

 

 

対策例︓

誓約書の準備

出典︓東⽇本⼤震災⼥性⽀援ネットワーク（ 2 0 1 2 ） 「こん
な⽀援が欲しかった︕〜現場に学ぶ、⼥性と多様なニー
ズに配慮した災害⽀援事例集」 31⾴

21

対策例４ ︓
相談所などの案内の配布

出典：熊本市避難所・避難先では困っている⼥性

や⼦供を狙った性被害・性暴⼒、DVなどが増加し
ます
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42



グローバル・コンサーン第 6 号 2023 

 

   

 

スライド 23 

 

 

 

スライド 24 

 

 

 

 

 

出典︓⼦ども情報ステーション（ 2020）
「安⼼してすごせる避難所のために」
h t t p s : / / k i d s i n f o s t . n e t / 2 0 2 0 / 0
2 / 1 1 / s a f e t y /
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スライド 25

スライド 26
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スライド 27 

 

 

 

スライド 28 

 

 

 

 

 

IASC(2015）

https://gbvguidelines
.org/en/pocketguide/

IASC 2015年発⾏：
ジェンダーに基づく暴
⼒の被害者を⽀えるた
めのポケットガイド

性暴⼒の被害者が、 相談所にやってきたとき、 相⼿に伝える⾔葉の例：
（１）とてもつらいようですが、病院にいきたいですか？
（２）ここで話してよいでしょうか？もしも、別の場所の⽅が落ち

ついて話せるなら、部屋をかえましょうか？
（３）お⽔をおもちしましょうか？ どうぞ席に座ってくださいね。
（４）どのようにご⽀援をしましょうか？
（５）お話してくれたことは、あなたのご了承がない限り、決して他の⼈に伝えません。
（６）私はカウンセラーではないですが、私が知っている⽀援内容についてお伝えしますね。
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スライド 30 
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スライド 31 

 

 

 

スライド 32 
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スライド 33

スライド 34

○避難所では、どんな暴
⼒も差別も許さないこと
を、明⾔し、掲⽰してお
いてください（ 性によ
る差別、⼦ども、⾼齢
者、障害者、外国籍住
⺠、 LGBTの⽅などへの
差別をしない） 。

○避難所では対応できな
い問題が発⽣した場合に、
本⼈が相談できる相談窓
⼝を掲⽰しておいてくだ
さい。

出典︓岩⼿レインボー・ネ ッ
ト ワーク（ 2 0 1 6 ） 「にじいろ
防災ガイド」

34

48



グローバル・コンサーン第 6 号 2023 

 

   

 

スライド 35 

 

 

 

スライド 36 

 

 

 

 

 

⼥性の⾝の回りの介助、と く に着替え・ ト
イレ・⼊浴は、⼥性による⽀援を徹底して
下 さい。

• 避難⽣活のなかでのトイレや着替え等⼥
性のプライバシーを確保し、安全対策をと
ることが必要 。

• 避難⽣活のなかで性暴⼒がおこるおそれ
があり、とくに障 害 をもつ⼥性は暴⼒から
逃れるの が困難なことがある。性暴⼒の
防⽌対策、被害があった場合の相談・⽀援
体制を⽤意する。

• 出典︓Ｄ Ｐ Ｉ ⼥性障害者ネット ワーク（ 2011）
https: //w w w 8 . cao. g o. jp /shoug ai/su ish in /kaika
ku /s_ kaig i/k_ 32/pdf/s1-12 . pdf
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スライド 37 

 

 

Ｐ Ｓ Ｅ Ａ Ｈハンド ブッ ク
https://www.japanplatform.org/PSEAH/lib/data/PSEAH-
WG/PSEAH-Handbook.pdf

子どもと若者のセーフガーディ ング
http s://www.wo rld vision .jp /news/works/japan/20200317.htm l
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   岡本 菜穂子（おかもと なほこ） 

（グローバル・コンサーン研究所、上智大学総合人間科学部） 

54




